
１２月、リハセンターが変わります

肢体不自由者更生施設から多機能型障害者支援施設へ

発表者 ： リハセンター主任支援員 小林圭介
監 修 ： 豊潤舎常務理事 保田伴一



① 療養介護（医療型）
※ 医療施設で実施

② 生活介護（福祉型）

③ 自立訓練（機能・生活訓練）

④ 就労移行支援

⑤ 就労継続支援

以下から一又は複数の事業を選択

身 体 障 害 者 療 護 施 設

更 生 施 設 （ 身 体 ・ 知 的 ）

＜再編前：旧体系＞ ＜再編後：新体系＞

居住支援の場日中活動の場

授 産 施 設 （ 身 体 ・ 知 的 ・ 精 神 ）

居住支援サービス

ケアホーム

グループホーム

福祉ホーム

又は

施設への入所

精 神 障 害 者 生 活 訓 練 施 設

小規模通所授産施設（身体･知的･精神）

福 祉 工 場 （ 身 体 ・ 知 的 ・ 精 神 ）

障 害 者 デ イ サ ー ビ ス

精神障害者地域生活支援センター

（ デ イ サ ー ビ ス 部 分 ）

重 症 心 身 障 害 児 施 設

（ 年 齢 超 過 児 ）

進 行 性 筋 萎 縮 症 療 養 等 給 付 事 業

⑥ 地域活動支援センター

【訓練等給付】

【介護給付】

【地域生活支援事業】

利用者本位のサービス体系へ再編

※ 障害者自立支援法による旧体系から新体系への移行は平成２４年３月まで。 （移行率４５．４％（平成２１年１０月１日現在））
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《指定管理者である新潟県の基本方針》
１ サービス内容は、従来の機能を引き継ぐこと
２ 支援体制もこれまでの職員配置を引き継ぐこと

《従来の機能を引き継いだ支援と帰結》

肢体不自由者更生施設

多機能型障害者支援施設

※ 生活介護は、身障者・通所のみ

機能訓練（２４名）
就労移行支援（６名）
生活介護（６名）

就職・復職
福祉的就労
家庭・アパート
福祉ホーム
ＧＨ・ＣＨ

就職・復職
就労継続Ｂ事業所
家庭・アパート
福祉ホーム
ＧＨ・ＣＨ

旧法身障更生施設福祉サービス
入所３０名＋通所６名

施設入所支援
（３０名）



地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者
① 障害程度区分が区分３(障害者支援施設等に入所する場合は区分４)以上である者
② 年齢が５０歳以上の場合は、障害程度区分が区分２(障害者支援施設等に入所する場合は区分３)以上である者

○対象者
生活介護

主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の
介護や、日常生活上の支援、生産活動の機会等の
提供

○サービス内容

利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が
確保されるよう、利用者の平均障害程度区分等に応じた人員
配置の基準を設定
■ サービス管理責任者
■ 生活支援員等 ６：１～３：１

○主な人員配置

○報酬単価

■基本報酬

基本単位数は、事業者ごとに利用者の①利用定員の合計数及び②障害程度区分に応じ所定単位数を算定。

■ 定員２１人以上４０人以下の場合

（区分６） （区分５） （区分４） （区分３） （区分２以下）※未判定の者を含む
1,170単位 884単位 633単位 572単位 525単位

■主な加算

人員配置体制加算（44～256単位）
→直接処遇職員を加配(1.7:1～2.5:1)した
事業所に加算
※ 指定生活介護事業所は区分５・６・準ずる

者が一定の割合を満たす必要

訪問支援特別加算（187～280単位）
→連続した5日間以上利用がない利用者に対し、
居宅を訪問して相談援助等を行った場合
(１月に2回まで加算)

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算（20単位）
→利用者それぞれにﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計画を
作成し、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを行った場合

○事業所数 ４,４９７（国保連平成２２年４月実績）



自立訓練(機能訓練)

○対象者

○サービス内容 ○主な人員配置

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な身体障害者
① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能

の維持・回復などを目的とした訓練が必要な者
② 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などを目的とした訓練が必要な者 等

■ 理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや、日常
生活上の相談支援等を実施

■ 通所による訓練を原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に
応じ、訪問による訓練を組み合わせ

■ 利用者ごとに、標準期間（18ヶ月、頸髄損傷による四肢麻痺
等の場合は36ヶ月）内で利用期間を設定

■ サービス管理責任者

■ 生活支援員 等 → ６：１以上

○事業所数 １６７（国保連平成２２年４月実績）

○報酬単価

■ 基本報酬

通所による訓練
７８５単位（定員２０人以下）

訪問による訓練
254単位 （１時間未満の場合）
※ 訪問のうち、視覚障害者に対する専門訓練 750単位

■ 主な加算

リハビリテーション加算（20単位）
→利用者それぞれにリハビリテーション実施計画を作成し、個別のリハビリテーションを行った場合



自立訓練（機能訓練）の標準的な支援内容（例）

通所前期（基礎訓練期） 通所後期（日常生活訓練期） 訪問期

期 間 ６ヶ月間 ６ヶ月間 ６ヶ月間

日中通所 ○※ ○※ △

訪 問 ×～△ △ ○

ADL（日常生活動
作）、IADL（日常
生活関連動作）
の向上

○ 施設内等での基礎的訓練（理学療
法、作業療法、言語療法の個別的指
導による心身機能の向上）

→ 医療機関におけるリハビリテー

ションのフォローアップ （専門職配置が
ない場合）

○ 地域において安定的な日常生活を営むための訓練（理学療法、作業療法、言語療法
のグループ指導、自助具・装具適応及び改良、白杖等による歩行訓練、日常生活関連
動作の習熟）

○ 社会経済活動への参加のための訓練（書字・読字・手話等のコミュニケーション訓練、
作業訓練、公共交通機関を利用した外出訓練等）

社会活動参加

○ 本人、相談支援事業者等関係機関との調整

○ 地域の社会資源に関する情報提供

○ 就労、職業訓練等他のサービス提供体制と
の調整

○ 住環境の調整（住居の確保、住宅改修等の
助言及び調整）

○ ボランティア等地域の社会資源との調整

○ パソコン等情報機器の利用

○ その他スポーツ、レクリエーション等

健康管理

○ 健康維持のための指導・助言（血圧・脈拍、自覚症状等のチェック、血糖値の測定等）

○ 二次障害予防を含む具体的な看護計画（疲労、転倒、疼痛等への配慮、運動許容量の検討、事故防止）の作成

○ 症状や障害の経過観察（褥瘡、インスリン注射、カテーテルの留置・管理、浣腸、摘便等の処置及び介護に係る具体的な指示）

○ 服薬管理

その他

○ 施設内での入浴、排泄介助、身辺介
助等

○ 地域生活における身辺、食事、排泄等の自立へ向けての対応

○ 家族への助言

○ 移行プログラムへの同意（目標設
定）と動機付け

○ 今後の生活設計を構築する上での相談・援助

○ 地域生活・就労移行支援等他のサービス利用に向けた安定的な生活のための相談・
援助

※ 地域の社会資源の状況から通所することが困難であるなど、一定の条件に該当する場合、施設入所も可能。
※ 頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者にあっては、標準利用期間は３年間。



就労移行支援
○対象者

○サービス内容 ○主な人員配置

一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる
身体・知的・精神障害者（６５歳未満の者）

① 企業等への就労を希望する者
② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者

■ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作
業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のた
めの支援等を実施

■ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状
況に応じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせ

■ 利用者ごとに、標準期間（24ヶ月）内で利用期間を設定

■ サービス管理責任者
■ 職業指導員 等 → ６：１以上
■ 就労支援員 → １５：１以上

○報酬単価

■基本報酬

利用定員規模に応じた単位設定 ７５９単位（定員２１人以上４０人以下）

■主な加算

就労移行支援体制加算
→ 一般就労等へ移行した後、継続して6ヶ月以上就労
している者が、定員の一定割合以上いる場合

２１～１８９単位

就労支援関係研修修了加算
→ 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置
した場合 １１単位

○事業所数 １,７５０（国保連平成２２年４月実績）



その他

職場規律、社会規
律の遵守

○ 遅刻、欠勤に対する指導
○ 品質、納期の理解

○ 職場での技能、マナー、挨拶、言葉遣い、身なり等の習得

○ 終業習慣の確立、作業時等の不測な事態への対応力向上

・就職後の継続支援（就職後支援）

○ トライアル雇用
○ 適性に合った職場探し
（求職活動）

１２ヶ月

通所後期

（マッチング期）

○ 仕事の責任の理解

○ 健康管理 ○ 金銭の使用、管理等 ○ 面接技法の習得

○ 対人関係を築く
職場における協調
性の向上

○ 報告、連絡、相談対応力の向上
○ 職場見学、職場体験実習
○ 施設外（企業内）授産

○ 適性や課題の把握職場への定着

○ 集中力や持続力、協調性を身
につける

持続力、集中力等
の労働習慣と意欲
の向上

通所中期

（実践的訓練期）

○ 長所、特技をのばす

○ 基礎体力をつける
○ 製造、事務等における一般知
識の習得
○ 整理整頓

基礎的体力、理解
力、作業能率等の
向上

期 間 －６ヶ月間６ヶ月間

訪問期

（フォロー期）

通所前期

（基礎訓練期）

その他

職場規律、社会規
律の遵守

○ 遅刻、欠勤に対する指導
○ 品質、納期の理解

○ 職場での技能、マナー、挨拶、言葉遣い、身なり等の習得

○ 終業習慣の確立、作業時等の不測な事態への対応力向上

・就職後の継続支援（就職後支援）

○ トライアル雇用
○ 適性に合った職場探し
（求職活動）

１２ヶ月

通所後期

（マッチング期）

○ 仕事の責任の理解

○ 健康管理 ○ 金銭の使用、管理等 ○ 面接技法の習得

○ 対人関係を築く
職場における協調
性の向上

○ 報告、連絡、相談対応力の向上
○ 職場見学、職場体験実習
○ 施設外（企業内）授産

○ 適性や課題の把握職場への定着

○ 集中力や持続力、協調性を身
につける

持続力、集中力等
の労働習慣と意欲
の向上

通所中期

（実践的訓練期）

○ 長所、特技をのばす

○ 基礎体力をつける
○ 製造、事務等における一般知
識の習得
○ 整理整頓

基礎的体力、理解
力、作業能率等の
向上

期 間 －６ヶ月間６ヶ月間

訪問期

（フォロー期）

通所前期

（基礎訓練期）

※ 地域の社会資源の状況から通所することが困難であるなど、一定の条件に該当する場合、施設入所も可能。

就労移行支援の標準的な支援内容（例）



■基本報酬

基本単位数は、事業者ごとに利用者の①利用定員の合計数及び②障害程度区分に応じ所定単位数を算定。
■ 定員４０人以下の場合 （区分６） （区分５） （区分４） （区分３） （区分２以下）※未判定の者を含む

４００単位 ３２８単位 ２５６単位 １８０単位 １１５単位

■主な加算

重度障害者支援加算
(Ⅰ) 特別な医療を受けている利用者[２８単位]
→区分６であって、次に該当する者が２人以上の場合は更に22単位
①気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者
②重症心身障害者

(Ⅱ) 強度行動障害者[10単位～735単位]

土日等日中支援加算（90単位）
→土日等のため日中活動が実施されない場合等に、施設入所支援において日
中支援を行う場合

施設入所支援
○対象者

○サービス内容 ○主な人員配置

夜間において、介護が必要な者、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は通
所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者

① 生活介護利用者のうち、区分４以上の者（５０歳以上の場合は、区分３以上）
② 自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認めら

れる者又は通所によって訓棟を受けることが困難な者

■ 夜間における入浴、排せつ等の介護や日常生活上の
相談支援等を実施

■ 生活介護の利用者は、利用期間の制限なし
自立訓練及び就労移行支援の利用者は、当該サービ

スの利用期間に限定

■ 夜勤職員
→１人以上（生活介護を実施している場合）

■ 休日等の職員配置
→利用者の状況に応じ、必要な支援を行うための

勤務体制を確保

○報酬単価

○事業所数 １,１６３（国保連平成２２年４月実績）



今後の取り組み

• 行政機関への提出書類の整備

• 各事業のプログラムの具体化

• 利用者や関係機関への説明

• 職員間の合意形成



高質なサービスの提供と安定した経営（運営）のために

• 積極的なＰＲ活動

• サービス管理責任者とサービス提供職員との連携

• 多様化するニーズに応じた個別性の高いプログラム
← 先進施設から学ぶ（視察研修）


